
天理市告示第５８号 

 

 

 令和６年度の天理市国民健康保険料率を下記のとおり決定したので、天理市

国民健康保険条例（昭和 34 年３月天理市条例第８号）第 15 条第３項、第 15

条の６の５第３項及び第 15条の 11第３項の規定により告示する。 

 

    

令和６年４月１日 

 

天理市長 並 河  健 

 

 

記 

 

１ 基礎賦課額の保険料率 

（１）所得割額 

基礎控除後の総所得金額等の１００分の７．６４ 

 

 （２）被保険者均等割額 

    被保険者１人について、２７，６００円 

  

 （３）世帯別平等割額 

    １世帯について、２０，０００円 

 

 

 

 

 



２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

  

（１）所得割額 

基礎控除後の総所得金額等の１００分の３．２７ 

 

（２）被保険者均等割額 

   被保険者１人について、１１，５００円 

  

（３）世帯別平等割額 

   １世帯について、８，４００円 

 

 

３ 介護納付金賦課額の保険料率 

  

（１）所得割額 

基礎控除後の総所得金額等の１００分の３．０３ 

 

（２）被保険者均等割額 

   被保険者１人について、１６，９００円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


